
沖縄大学法経学部紀要 第10号

実務法律家一人当たりの担当人口
- 弁護士･司法書士-

川 崎 和 治

【資 料】

1999年以来､｢司法制度改革｣が行われているCこれは､利用者である国民の視点から､司法の基

本的制度を抜本的に見直そうというものであり､裁判制度自体や国民に対する司法サービスの提供

など､多くの改革が進められてきた｡その中で､いわゆるADR機関や法テラスの創設によって､

国民の権利救済機関へのアクセス強化が図られたことは､大いに歓迎するところである｡

しかし,かねてより司法過疎が問題となっている中で､いわゆる ｢ゼロワン地域｣に対して､い

くつかの制度的支援策が講じられてきたが､とくに島峡を多 く抱える地域にあっては､ゼロワン地

域の枠からは外れるものの､今なお ｢司法過疎｣の状況にある地域も多く存在している｡

本資料は､全国の裁判管轄区域毎に居住する人口と､同区域の実務法律家 (弁護士 ･司法書士)

数を集計し､一人の実務法律家が受け持つ担当人口を算出したものである｡もとより､実務法律家

の活動が､その所属地域を超えて行われていることは承知している｡しかし､本資料で集計した数

値は､司法過疎地域を抽出するための一応の目安となるのではないかと考えている｡本資料の分析

については今後の課題としたい｡

【基礎資料】

1 裁判管轄は,原則として2(X冶年4月 1日のものである｡

参照 http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/indexhtm1

2 人口は､原則として2CX)5年の国勢調査第一次基本集計の数値である｡

参照 http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.htm1

3 司法苦土数は､原則として2008年3月上旬の数値である｡

参照 http://www.shjhoIShoshi.or.jp/access-supprt/index.htm1

4 数値不明の項目については､各部署への電話等による聞き取り数値を計上している｡

附記 :本資料は､法的紛争処理制度研究班として､2007年度沖縄大学地域研究所の助成を得て行わ
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